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Airbnb などの⺠泊の所得区分は︖ 
⺠泊新法成⽴ 
今月は 2017 年 6 月に成⽴した住
宅宿泊事業法（以下、「⺠泊新
法」）について税務面から考察してみ
たいと思います。 

数年前から外国⼈観光客の増加と
宿泊施設の不⾜という事情が追い風
となり、住宅の⼀部などを宿泊施設と
して提供する「⺠泊」が急速に普及し
てきました。しかし、これまで旅館業法
の許可を得ない⺠泊は原則違法と解
されており、また法律や規制が追い付
いていないこともあり近隣住⺠とのトラ
ブルも起こっていたようです。そこで遅
れながらもこの度⺠泊新法が成⽴し、
晴れて合法⾏為となります（施⾏は
まだ）。当該法律によると、都道府
県知事等への届け出を⾏う義務や年
間 180 日以下の事業に限られるな
どの制約が課せられるようです。 

課税関係は今後明確に 
ではこの⺠泊による収⼊は所得税法上
どの所得に該当するのでしょうか。現状
では⼀言で⺠泊と言っても規模やサービ
スも様々だと思いますが、不動産の貸
付け等による所得であれば不動産所
得、ホテル業などの場合は事業所得
（or 雑所得）となります。両者の区
分は主な事業が貸付けそのものなの
か人的役務（食事の提供など）なの
かにより判断されますから、一般的には
不動産所得に該当するものと考えま
す。なお、現状は原則違法⾏為ですか
ら、⺠泊収入についての税務上の明確
な判断は示されていません。⺠泊新法
施⾏のタイミングで国税庁等から示され
ることになるでしょう。 

今月のコメント 
先日娘（小 1）の授業参観へ⾏ってきた
のですが、教室に壁がなく衝撃を受けまし
た。縦の壁（⿊板など）はありますが横の
壁がないのです（オープンスクールというら
しいです）。生徒の主体性を持たせるとい
う趣旨で授業参観も月⼀であったりと色々
と新しいことに取り組んでいるようです。賛
否両論あるようですが、新しい取り組みを
⾏う姿勢は好きで、娘は良い学校に⼊った
のではないかと思っています。 

なお、本年の夏季休暇は 8 月 9 日から
15 日を予定しております。ご不便をお掛
けしますが、ご理解の程よろしくお願い申し
上げます。 
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